　　　　　　
長崎県海面利用協議会及び地区協議会委員の公募要領
長崎県における漁業と海洋性レクリエーションとの円滑な利用関係の調整、確保を
図るための調査、検討を行うにあたり、県民の意見を幅広く反映させるため、長崎県
海面利用協議会（以下、「県協議会」といいます。）及び地区協議会（県南、県北、
五島、壱岐、対馬の各地区）の委員の一部を公募いたします。
１　募集期間
　　令和８年４月１３日（月）から令和８年５月１１日（月）まで（当日消印有効）
２　募集委員
　　県協議会　３名
地区協議会（県南、県北、五島、壱岐、対馬）　各地区１名
３　応募資格
漁業と海洋性レクリエーション活動の共存に関心がある方で、県協議会について
は県内に居住又は通勤（通学）している方、地区協議会については下表の市町に居
住又は通勤（通学）している方を対象とします。
なお、県協議会と地区協議会の両方への応募も可能です。
	
	地 区 協 議 会
	居 住 等 を し て い る 市 町
	

	
	応
募
資
格
	 長崎県海面利用県南地区協議会
	長崎市、島原市、諫早市、大村市、西海
市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町
	

	
	
	 長崎県海面利用県北地区協議会
	佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵町、
川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町
	

	
	
	 長崎県海面利用五島地区協議会
	五島市、新上五島町
	

	
	
	 長崎県海面利用壱岐地区協議会
	壱岐市
	

	
	
	 長崎県海面利用対馬地区協議会
	対馬市
	


４　任期
　　令和８年８月１日から３年間を予定しています。
５　活動内容
　　県協議会または地区協議会へ出席し、漁業と海洋性レクリエーションの海面利用
に関する調査、検討（協議会は年間１～２回開催予定）
　　なお、協議会出席の際は、交通費等（県の基準による）をお支払いします。
６　応募方法
	  「長崎県海面利用（地区）協議会委員・応募申込書」（別紙）に必要事項を
記入のうえ、『応募の動機』を添えて郵送によりお申込み下さい。


７　選　考
応募申込書による書類審査にて決定します。
８　応募先
　　応募される協議会ごとに下記の宛先へお申込みください。
	協 議 会 名
	応募先（宛先）
	電話番号

	 長崎県
 海面利用協議会
	〒850-8570　長崎市尾上町３－１
          　長崎県水産部漁業振興課
	(095)895-2825

	 長崎県海面利用
 県南地区協議会
	〒850-8570　長崎市尾上町３－１
          　長崎県水産部漁業振興課
	(095)895-2825

	 長崎県海面利用
 県北地区協議会
	〒857-0043  佐世保市天満町１－２７
            長崎県県北振興局水産課
	(0956)25-5902

	 長崎県海面利用
 五島地区協議会
	〒853-8502  五島市福江町７－１
            長崎県五島振興局水産課
	(0959)72-2254

	 長崎県海面利用
 壱岐地区協議会
	〒811-5215  壱岐市石田町石田西触１２９０
　　　　　　長崎県壱岐振興局水産課
	(0920)48-5212

	 長崎県海面利用
 対馬地区協議会
	〒817-8520  対馬市厳原町宮谷２２４
            長崎県対馬振興局水産課
	(0920)52-1947


別紙
長崎県海面利用（地区）協議会委員・応募申込書
	 　応募する協議会
  (該当する協議会に
   ○をして下さい。)
	  県協議会
  県南地区協議会 ・ 県北地区協議会 ・ 五島地区協議会
  壱岐地区協議会 ・ 対馬地区協議会

	ふりがな
	

	お　名　前
	

	生年月日
	 大・昭・平　　　年　　　月　　　日（　　歳）
	  男　・　女

	ご　住　所
	 （〒　　　－　　　　）　　℡　　　　－　　　－

	ご連絡先
	 （〒　　　－　　　　）　　℡　　　　－　　　－

	応募の動機
	別紙にご記入をお願いいたします。 （他の様式でも可）

	活
動
経
験
	 国・県・
 市町村の
 審議会等
 の委員、
 モニター
 等の経験
	

	
	その他の
活動経験
	

	
	 経験、または活動され
 ている海洋性レクリエ
 ーション等の種類
	


【記入上の注意】
　「活動経験」欄は差し支えない範囲で記入して下さい。
　　①「審議会等」には、協議会、懇話会等を含みます。
　　②「その他の活動経験」には、例えば、産業、福祉、文化、地域振興、環境、　　　　消費生活、青少年、女性団体等の団体やグループ・サークルでの活動経験
　　　あるいは著作や講演など、主なものを記入してください。
【添付書類】別紙『応募の動機』を添えて提出してください。
【応 募 先】応募する協議会により異なります。別記応募先をご参照下さい。
　　　　　　（県協議会と地区協議会の両方への応募も可能です。）
【応募期限】令和８年５月１１日（月）まで（当日消印有効）
別記
○　応募先
　　応募される協議会ごとに下記の宛先へお申込みください。
	協 議 会 名
	応募先（宛先）
	電話番号

	 長崎県
 海面利用協議会
	〒850-8570　長崎市尾上町３－１
          　長崎県水産部漁業振興課
	(095)895-2825

	 長崎県海面利用
 県南地区協議会
	〒850-8570　長崎市尾上町３－１
          　長崎県水産部漁業振興課
	(095)895-2825

	 長崎県海面利用
 県北地区協議会
	〒857-0043  佐世保市天満町１－２７
            長崎県県北振興局水産課
	(0956)25-5902

	 長崎県海面利用
 五島地区協議会
	〒853-8502  五島市福江町７－１
            長崎県五島振興局水産課
	(0959)72-2254

	 長崎県海面利用
 壱岐地区協議会
	〒811-5215  壱岐市石田町石田西触１２９０
　　　　　　長崎県壱岐振興局水産課
	(0920)48-5212

	 長崎県海面利用
 対馬地区協議会
	〒817-8520  対馬市厳原町宮谷２２４
            長崎県対馬振興局水産課
	(0920)52-1947


別　紙
＜応募の動機＞
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


